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（７）帳簿、書類の保存年限 
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○事務組合関係 

○保険関係成立、事務委託関係 

○保険料関係 
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○労災保険特別加入関係 

○一括有期関係 

○出納関係 

（８）認可取消 33 4

（９）認可事項の変更 
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第２章 年間業務 

１ 年間業務の主な流れ 
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２ 年度更新 

（１）年度更新とは 
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（２）年度更新の流れ 

7 10
4

３ 一般拠出金 

（１）一般拠出金とは 

18 10 4
19 4 1

（２）石綿健康被害救済制度とは 

（３）申告・納付の対象者とは 
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※　平成 26 年３月 31 日までの一般拠出金率は０．０５／１０００です。

２
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（２）増減修正の期限 

（３）提出書類 

５ 増減修正の事務処理 

（１）増額の事業場のみの場合の考え方
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（２）減額の事業場のみの場合の考え方
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（４）滞納がある場合の減額修正 
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（５）増額と減額の両方の事業場がある場合
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６ 滞納について 

（１）保険料の納付について 

（２）滞納事業場報告 

１ １
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（３）督促状況報告 

（４）納入事業場報告 

（５）督促状 

（６）その他 
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７ 内部調整金（滞納充当） 
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辻

８ 確定修正について 

（１）確定修正とは 

遡
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（２）確定修正に必要な書類 
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９ 労働保険事務組合報奨金

（１）労働保険事務組合報奨金とは 

 

（２）支給要件 

   

 

（３）支給額 

− 68− − 69−



（４）区分経理について 

   

 

（５）厚生労働省が定める支出内容 

  

（６）報奨金（電子化分）について 

   

報奨金の支給要件及び支給額は毎年送付している「報奨金についてのお知らせ」に詳細があ

りますので、交付申請の際には、交付申請書の提出期限、交付申請書に添付する書類等を確

認のうえ交付申請書の提出をお願いします。 
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第３章 日常業務 

１ 労働保険 

（１）労働保険とは 2

（２）労働保険の保険関係とは 3 4

２ 事業とは 

（１）事業の単位 

− 70− − 71−



（２）「当然適用事業」と「任意適用事業」 
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（３）「一元適用事業」と「二元適用事業」 
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（４）「継続事業」と「有期事業」 
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7 2

３ 事務処理を委託することができる事業主の範囲 

（１）事業の規模 

33 1 62

50

100
300

50 100 300 50 100 
300 50 

100 300 50 100 300
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（２）地域的範囲 

４ 労働保険事務組合が行うべき届出事務等 

（１）労働保険事務の処理を委託されたとき 
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− 76− − 77−



− 76− − 77−



21

− 78− − 79−



− 78− − 79−



（２）労働保険事務処理の委託を解除するとき 

( )

78 4

141 7
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（３）委託事業場の名称・所在地等に変更があったとき 

2 5 1

10

5 2
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５ 継続事業の一括について 

（１）継続事業の一括とは 

9 10

1)
2)
3)

（２）認可申請手続 

5
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78 3
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６）
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（３）認可があったときは 

（４）注意事項 

2
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６ メリット制の概要 

（１）メリット制とは 

（２）メリット制の目的 

（３）事業の規模とメリット制の適用 
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（４）メリット制の適用対象（徴収法第 12条第 3項） 

遡

（５）労災保険率の増減の基準 

31 遡
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（６）メリット労災保険率の算定方法 

メリット労災保険率＝ （労災保険率－非業務災害率） ×
（１００＋メリット増減率（％）） 

＋ 非業務災害率 
100 

 

（７）メリット労災保険率の適用年度 
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第４章 特別加入 

１ 特別加入制度の概要 

（１）制度の趣旨 

（２）特別加入者の範囲 

２ 中小事業主等の特別加入（第一種特別加入） 

( 33 46 16) 
（１）中小事業とは 

− 96− − 97−
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100

 300

365 100

300 100 50

（２）中小事業主等とは 

（３）特別加入の要件 
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（４）特別加入の申請（労災保険法第 34条、同法施行規則第 46条の 19） 

34 7 1

14
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（５）給付基礎日額（労災保険法施行規則第 46条の 20） 
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（６）第一種特別加入者の労災保険料 

− 100 − − 101 −



12

（７）特別加入に関する変更の手続き 46 19

− 100 − − 101 −



（８）特別加入の脱退 34 46 21

３ 第一種特別加入者の補償の対象となる範囲について 34

（１）業務災害について 

− 102 − − 103 −



（２）通勤災害について 

４ 注意事項 

5 6

− 102 − − 103 −



− 104 − − 105 −



− 104 − − 105 −
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５ 例外的な取扱について 

（１）包括加入の原則の例外 
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（２）特別加入者の継続委託 

（３）委託変更 

− 108 − − 109 −



− 108 − − 109 −



− 110 − − 111 −



− 110 − − 111 −



６ 海外派遣者の特別加入（第三種特別加入） 

（１）特別加入できる者 

33 7

50 100 
300

36 2

33 6

（２）特別加入の申請手続 

− 112 − − 113 −
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【申請書等の記載にあたっての注意】

●「団体の名称又は事業主の氏名」欄

 当該申請手続きを行う派遣元の団体又は事業主を記入してください。

●「申請にかかる事業」欄

 派遣手続きを行う派遣元の団体又は事業主が日本国内で行う事業を記入してください。「労働保

険番号」の欄には、既に保険関係が成立している派遣元の保険番号を記載してください。

●「特別加入予定者」欄

加入予定者数は、特別加入申請書に登載されている者の数と同数です。

業務の内容については、従事する業務、作業の内容、身分（地位、役職名）、派遣予定期間につ

いて記載してください。

事業の代表者等として海外に派遣される方は労働者として派遣される方とは異なり、特別加入

申請書に派遣先の事業の種類、当該事業における労働者数及び労働者の所定の始業時刻、終業時

刻を記載することが必要です。また、申請書には派遣先の事業の規模等を把握するため資料（派

遣先事業に係る労働者名簿の写し又は派遣先の事業案内等）を添付する必要があります。

ハ 海外派遣に関する報告書の提出（労災保険法施行規則第 46 条の 25 の 2）
  海外派遣者の特別加入の場合、実際に当該労働者が海外へ赴く前に加入申請をし、承認

されることが多くなりますので、申請時に提出する名簿だけでは派遣者の具体的な業務内

容が把握できない場合があります。

    さらに、実際に加入承認が行われたとしても、その承認の日からすぐにその労働者が特

別加入者として取り扱われるのではなく、実際に海外の事業場に所属した日から適用され

ることとなっていますので、これらの詳細が確定した時点で、労働局長へその内容を報告

することになっています。

    この報告は、「海外派遣に関する報告書」（特様式第 5 号）として派遣者 1 名につき 1 部

を提出することとなっており、加入申請時の名簿登載者が現実に派遣先の事業に従事する

こととなった場合に、遅滞なく特別加入申請書を提出した所轄の監督署長を経由して、労

働局長に提出することとされています。

ニ 給付基礎日額（労災保険法施行規則第 46 条の 25 の 3）
    海外派遣特別加入者の給付基礎日額は、第一種特別加入者と同様、3,500 円以上 25,000 

円以下の範囲で定められている額とされています。（P100 参照）

    なお、給付基礎日額を変更したい場合は、3 月 18 日～3 月 31 日の間に「給付基礎日額変

更申請書」を監督署長を経由して労働局長あて提出することによって、翌年度より変更する

ことができます。また、年度更新期間中にも「第 3 種特別加入保険料申告書内訳名簿」ま

たは「給付基礎日額変更申請書」により当年度に適用される給付基礎日額の変更が可能です。

 

※委託事業場に係る海外派遣者特別加入申請書、変更届、報告書を労働保険事務組合が提出する 

場合は、余白に事務組合名称、代表者名を記載し、代表者印を押して提出してください。 
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（３）特別加入者の保険料 

1,000 4

（４）特別加入後の変更、脱退等の手続 

− 116 − − 117 −
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第５章 その他 

１ 国の口座振替制度について 

（１）国の口座振替制度とは 21 2

9 6 10

（２）対象となる労働保険料 

（３）口座振替納付日 

（４）利用申し込み 

1
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（５）届出事項の変更 

2

（６）制度利用をやめるとき 

3

（７）各種書類の提出期間 

（８）注意事項 

２ 事務組合の廃止について 33 3

− 120 − − 121 −



３ 労働保険事務組合総合コンピュータシステムについて 

− 120 − − 121 −
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公共職業安定所一覧

安定所名 

（安定所番号） 
所在地・電話番号 管轄区域 

広島 

（３４０１） 

〒730-8513 広島市中区上八町堀 8-2広島清水ビル

℡０８２（２２３）８６０９  

広島市中区、西区、安佐南区、佐伯区

（杉並台、湯来町を除く） 

広島西条 

（３４０２） 

〒739-0041 東広島市西条町寺家 6479-1 

℡０８２（４２２）８６０９  
東広島市 

○竹原 

（３４０２） 

〒725-0026 竹原市中央 5-2-11 

℡０８４６（２２）８６０９ 
竹原市、豊田郡 

呉 

（３４０３） 

〒737-8609 呉市西中央 1-5-2 

℡０８２３（２５）８６０９ 
呉市、江田島市 

尾道 

（３４０４） 

〒722-0026 尾道市栗原西 2-7-10 

℡０８４８（２３）８６０９ 
尾道市、世羅郡 

福山 

（３４０５） 

〒720-8609 福山市東桜町 3-12 

℡０８４（９２３）８６０９ 
福山市 

三原 

（３４０６） 

〒723-0004 三原市館町 1-6-10 

℡０８４８（６４）８６０９ 
三原市 

三次 

（３４０７） 

〒728-0013 三次市十日市東 3-4-6 

℡０８２４（６２）８６０９ 
三次市 

○安芸高田 

（３４０７） 

〒731-0501 安芸高田市吉田町吉田 1814-5 

℡０８２６（４２）０６０５ 
安芸高田市 

○庄原 

（３４０７） 

〒727-0012 庄原市中本町 1-20-1 

℡０８２４（７２）１１９７ 
庄原市 

可部 

（３４０８） 

〒731-0223 広島市安佐北区可部南 3-3-36 

℡０８２（８１５）８６０９ 
広島市安佐北区、山県郡 

府中 

（３４１１） 

〒726-0005 府中市府中町 188-2 

℡０８４７（４３）８６０９ 
府中市、神石郡 

広島東 

（３４１４） 

〒732-0051 広島市東区光が丘 13-7 

℡０８２（２６４）８６０９ 

＊労働課 ℡０８２（２５１）８２１１ 

広島市東区、南区、安芸区、 

安芸郡 

廿日市 

（３４１５） 

〒738-0033 廿日市市串戸 4-9-32 

℡０８２９（３２）８６０９ 

廿日市市、広島市佐伯区湯来町、 

杉並台 

○大竹 

（３４１５） 

〒739-0614 大竹市白石 1-18-16 

℡０８２７（５２）８６０９ 
大竹市 
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労働基準監督署一覧

監督署名 

（監督署番号） 
所在地・電話番号 管轄区域 

広島中央 

（０１） 

〒730-8528 広島市中区上八町堀 6-30 

        広島合同庁舎 2号館１階 

℡０８２（２２１）２４５７ 

広島市中区、西区、東区、南区、安芸

区、安芸郡 

東広島市（安芸津町、河内町、福富町、

豊栄町、黒瀬町、黒瀬学園台、黒瀬春

日野、黒瀬切田が丘、黒瀬桜が丘、黒

瀬松ヶ丘を除く） 

呉 

（０２） 

〒737-0051 呉市中央 3-9-15  

呉地方合同庁舎 5階 

℡０８２３（２２）０００５ 

呉市、江田島市、 

東広島市のうち黒瀬町、黒瀬学園台、

黒瀬春日野、黒瀬切田が丘、黒瀬桜が

丘、黒瀬松ヶ丘 

福山 

（０３） 

〒720-8503 福山市旭町 1-7 

℡０８４（９２３）０００５ 
福山市、府中市、神石郡（神石高原町）

三原 

（０４） 

〒723-0016 三原市宮沖 2-13-20 

℡０８４８（６３）３９３９ 

三原市、竹原市、豊田郡、 

東広島市のうち安芸津町、河内町、 

福富町、豊栄町 

尾道 

（０５） 

〒722-0002 尾道市古浜町 27-13 

℡０８４８（２２）４１５８ 
尾道市、世羅郡 

三次 

（０６） 

〒728-0013 三次市十日市東 1-9-9 

℡０８２４（６２）２１０４ 
三次市、庄原市、安芸高田市 

広島北 

（０７） 

〒731-0223 広島市安佐北区可部南 3-3-28 

℡０８２（８１２）２１１５ 
広島市安佐南区、安佐北区、山県郡 

廿日市 

（０９） 

〒738-0024 廿日市市新宮 1-15-40 

℡０８２９（３２）１１５５ 
広島市佐伯区、廿日市市、大竹市 
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